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は じ め に  

 

 

北広島市では、平成 20年(2008年)11月に商工業の振興に関する基本的

事項を定めた「北広島市商工業振興基本条例」を制定し、商工業者等の経

営基盤の強化を図るとともに、市民生活の向上に取り組むこととし、平成

23年(2011年)には、地域社会と融合した活気ある商工業を推進するため、

「北広島市商工業振興基本計画」を策定し、条例の基本理念に基づく商工

業の振興に関する基本的かつ総合的な施策について取り組んでまいりま

した。 

平成 28年(2016年)３月に上位計画である「北広島市総合計画（第５次）」

が改定されたことから、平成 29年(2017 年)には、基本計画においても時

勢の変遷に即した中間見直しを行いました。 

また、令和２年(2020 年)から新型コロナウイルス感染症が全国的に拡

大し、市内においても影響を受けた事業者等が多いことなどから、計画期

間を令和４年度(2022年度)まで２年間延長し、感染症対策などを含め、引

き続き商工業の振興に関する各施策に取り組んでまいりました。 

このような中、「令和」という新たな時代に対応した市政を推進してい

くため、令和３年(2021年)には、今後 10年間のまちづくりの指針として

「北広島市総合計画(第６次)」を策定したところであり、総合計画に位置

付けております「第５章 活力みなぎる産業と交流のまち」の基本的方向

に基づき、このたび、令和５年度(2023 年度)から令和 12年度(2030 年度)

までの８年間の商工業の振興に関する指針となる「北広島市商工業振興基

本計画（第２次）」を策定いたしました。 

今後はこの基本計画に基づき、商工業者及び行政等が連携し、北広島市

の活気ある産業の創造及び新型コロナウイルス感染症等に負けない持続

可能な社会の実現に向け、着実に取組を推進してまいります。 

終わりに、この計画の策定に当たり、熱心にご検討いただきました「北

広島市商工業振興審議会」の委員の皆さまをはじめ、アンケート調査など

で貴重な意見をいただいた商工業者の皆さまに心からお礼申し上げます。 

 

 

北広島市長 上 野 正 三 
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１ 計画策定の趣旨 

 

本市では、商工業者、市民及び市が果たす役割や関係を明記した「北広島市商工業振興基

本条例」（以下、「基本条例」という。）を平成 20 年（2008 年）に制定し、基本理念の実現

に向け、商工業の振興に関する基本的かつ総合的な施策を実施するため、平成 23年度（2011

年度）に第１期北広島市商工業振興基本計画を策定し、施策を推進してまいりましたが、計

画の期間が令和４年度（2022 年度）までとなっていることから、少子高齢化や人口減少、

新型コロナウイルス感染症などの社会情勢の変化に対応すべく、このたび第２期北広島市

商工業振興基本計画（以下、「本計画」という。）を策定しました。 

本計画は、基本条例に位置付けられた基本理念を具現化したものであり、「北広島市総合

計画（第６次）」（以下、「総合計画」という。）や「北広島市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」などと整合を図るとともに、その他の関連計画及び国や北海道の関連施策、動向等と連

携を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本計画に関連するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標） 

＊８ 働きがいも経済成長も 

＊９ 産業と技術革新の基盤をつくろう 

基本目標５ 活力みなぎる産業と交流のまち 

○工業の振興・企業誘致 

○商業の振興 

○雇用と就業環境の充実 

 

北広島市総合計画（第６次） 

 

 

 

 

北広島市商工業振興基本条例 

・まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・都市計画マスタープラン 

・立地適正化計画 

・その他市の関連計画 

・国・北海道の関連施策 など 

第２期 

北広島市商工業振興基本計画 

・北広島商工会と連携した計画 

関連する計画など 

＜北広島市商工業振興基本計画の位置付け＞ 
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２ 計画の推進期間 

 

本計画の推進期間は、新型コロナウイルス感染症による商工業者等への影響を踏まえ、

推進期間を２年間延長した第１期計画を引き継ぎ、令和５年度（2023年度）から令和 12

年度（2030年度）までの８年間とし、終期を総合計画と同じくして整合を図ります。 

 

 

年度 
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

第１期 

北 広 島 市 

商工業振興

基 本 計 画 

  

 

 
        

第２期 

北 広 島 市 

商工業振興

基 本 計 画 

      
 

     

北 広 島 市 

総 合 計 画 

（第５次） 

 
           

北 広 島 市 

総 合 計 画 

（第６次） 

     
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～R2       → ～R4 

R5（2023）～R12（2030） ８年間 

R3（2021）～R12（2030） 10年間 

～R2 

新型コロナの影響を踏まえ期間を延長 
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３ 計画の策定体制 

 

（１）北広島市商工業振興審議会での検討 

本計画は、商工業者や市民などの意見反映が必要なことから、商工業者団体、消費者団

体、公募による市民代表などで構成する「北広島市商工業振興審議会」を設置し、様々な

視点からの意見を反映する体制をとりました。 

 

（２）商工業実態調査（アンケート調査）の実施 

本計画の策定にあたり、商工業者の実態やニーズを把握するため、市内の商工業者を対

象とした「商工業実態調査」を実施しました。 

 

（３）市民からの意見募集（パブリックコメント）の実施 

本計画の策定にあたり、市民参加条例に基づき、計画の内容を市民に公表し、市民から

の意見等を反映するため、パブリックコメントを実施しました。 

  ○実施期間 令和４年(2022年)12月１日から令和５年(2023年)１月４日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北広島市商工業 

振興審議会 

答申 諮問 

北広島市 

＜計画の策定・審議体制＞ 

市民 商工業者 

パブリックコメント アンケート調査 

第２期計画の決定 
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４ 北広島市の動向 

 

（１）人口 

人口は、平成 22 年(2010 年)以降減少傾向が続き、平成 27 年(2015 年)に 60,000 人を

下回り、令和２年(2020年)に 57,915人となっています。 

また、老年人口（65歳以上）が増加し、年少人口（15歳未満）および生産年齢人口（15

歳以上 64歳以下）の割合が減少しており、少子高齢化が進行しています。 

 

 
人口 

[資料：【人口・年齢３区分別人口】国勢調査／【将来目標人口】北広島市総合計画（第６次）] 

※年齢不詳除く 

 

（２）産業 

①全体 

ア 事業所数 

事業所数は、緩やかな増加傾向となっており、令和元年(2019年)は平成３年(1991

年)以降で最も多い 2,212事業所となっていますが、令和３年(2021年)は 1,878事業

所と若干減少しています。 

産業の内訳をみると、第３次産業が最も多く、次いで多い第２次産業と合わせて大

半を占めています。 

15.2% 14.2% 13.4% 12.2% 11.0%

将
来
目
標
人
口

69.6% 67.4% 64.1%
58.7%

55.5%

15.1% 18.3% 22.5%
29.0%

33.5%

57,631
60,157 60,323 58,902 57,915

60,000

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

H12 H17 H22 H27 R2 R12

年少人口 生産年齢人口 老年人口
(人)
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事業所数 

[資料：事業所・企業統計調査（H3～H18）、経済センサス（H21～R3）] 

 

 

イ 従業者数 

従業者数は、事業所数と同様に緩やかな増加傾向となっており、令和３年(2021年)

は 25,557人となっています。 

産業別の内訳についても、事業所数と同様に第３次産業が最も多く、次いで多い第

2次産業と合わせて大半を占めています。 

 

 
従業者数 

[資料：事業所・企業統計調査（H3～H18）、経済センサス（H21～R3）]  

20 18 13 13 21 15 14 12 18
283 309 261 262

385 340 335 335 323

992
1,176

1,148 1,205

1,437 1,477
1,677 1,560 1,537

1,295

1,503
1,422 1,480

1,843 1,832

2,026
1,907

2,212

1,878

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H3 H8 H13 H18 H21 H24 H26 H28 R1 R3

第1次産業 第2次産業 第3次産業（事業所）

306 406 203 190 292 166 178 119 169
4,709 5,394 4,571 4,553 4,701 4,154 4,373 4,589 4,697

12,751

15,318 16,943 16,614
18,752 18,788

21,371 19,613 20,691

17,766

21,118 21,717 21,357

23,745 23,108

25,922
24,321

25,557

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

H3 H8 H13 H18 H21 H24 H26 H28 R3

第1次産業 第2次産業 第3次産業（人）
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②商業 

ア 商業事業所数・従業者数 

商業事業所数及び従業者数は、平成 26年(2014年)以降大きく増加しており、令

和３年(2021年)に事業者数は 504事業所、従業者数は 5,373人となっています。 

 
商業事業所数・従業者数 

[資料：商業統計調査（H19、H26）、経済センサス（H24、H28、R3）] 

 

イ 商業販売額 

商業販売額は、平成 19年(2007年)以降増加が続いています。平成 28年(2016

年)は 2,184億円で、平成 19年(2007年)と比べて約 1.6倍の規模となっています。 

 
商業販売額 

[資料：商業統計（H19、H26の年間商品販売額）、経済センサス（H24、H28の売上（収入）金額）] 

  

311 304
375

428

504

4,026 4,011

4,504

4,961

5,373

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

0

100

200

300

400

500

600

H19 H24 H26 H28 R3

（事業所） （従業員）

1,366
1,653

1,895
2,184

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H19 H24 H26 H28

（億円）
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③工業 

ア 工業事業所数・従業者数 

工業事業所数は、70台で推移し、令和元年(2019年)は 76事業所となっていま

す。また、一事業所あたりの従業員規模も概ね同程度で推移しています。 

一方、従業者数は増加傾向にあり、令和元年(2019年)は 3,652人で、平成 23年

(2011年)と比べて約 1.8倍となっています。 

 
工業事業所数・従業者数 

[資料：工業統計調査] 

 

イ 製品出荷額 

製品出荷額は増加傾向にあり、令和元年(2019年)は 949億円で、平成 23年(2011

年)と比べて約 1.5倍となっています。 

 
製品出荷額 

[資料：工業統計調査] 

55 60 59 56 55 54 55

18
18 19 20 22 20 19

1 1 2 2

78
73

78 78 74 77 78 76 76

2,031 1,979
2,139 2,229

3,248

2,696

3,006

3,729 3,652

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0

50

100

150

200

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

30人未満 30～299人 300人以上 従業者数（事業所） （従業員）

633 658
754

848 872
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971 949

0
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300

400
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1,000

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1

（億円）
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 ５ 商工業の現状と課題 

 

（１）第１期計画の実施状況 

本市における商工業施策等については、現行の第１期北広島市商工業振興基本計画に

おいて、３つの基本目標、７つの基本施策を掲げて取組を実施しました。 

これらの実績を踏まえ、基本条例に基づき、さらなる商工業の振興に努めていく必要があ

ります。 

 

 

  

 

 

 

 

基本施策１－１ 商工業の経営基盤の強化 

個別施策 実施事業など 

(1)体系的、一元的な商工業振興

策の展開 

・商工業振興基本計画に基づく、商工業者、消費

者の意向を反映した施策の展開 

・総合計画と連携した施策の展開と推進 

(2)商工業経営の安定支援 ・中小企業者等融資事業 

・住宅リフォーム支援事業 

(3)企業の人材育成  ・企業人財づくり支援事業 

・働きたい女性のための企業合同雇用促進事業 

・若年層新規雇用助成金交付事業 

 

基本施策１－２ 観光の強化 

個別施策 実施事業など 

(1)観光の振興 ・都市型観光推進事業 

・サイクルツーリズム等観光拠点整備事業 

・シティセールス推進事業 

(2)イベント等の充実 ・観光振興事業 

・グリーンツーリズム推進事業 

 

基本施策２ 企業誘致の推進 

個別施策 実施事業など 

(1)企業誘致の推進 ・企業誘致推進事業 

第１期計画 基本理念「地域社会と融合した活気ある商工業の振興」 

基本目標１ 活気ある商工業の展開 
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基本施策３ 創造的な事業活動の支援 

個別施策 実施事業など 

(1)新産業の創出 ・コミュニティビジネス創業支援事業 

・起業支援促進事業 

・空き店舗利用促進事業 

・六次産業化等支援事業 

・グリーンツーリズム推進事業（再掲） 

 

 

 

 

基本施策４ 商工会・商店街振興会・工業振興会の支援 

個別施策 実施事業など 

(1)商工会との連携及び支援 ・小規模事業指導推進事業 

・地域商店街活性化事業 

・企業人財づくり支援事業（再掲） 

(2)地域商工業の振興と商工業団

体の育成 

 

基本施策５ 勤労者の福利厚生の増進 

個別施策 実施事業など 

(1)就業機会の拡大と安定化 ・地域職業相談室（ジョブガイド）運営事業 

・若年層新規雇用助成金交付事業（再掲） 

・シルバー人材センター活動支援事業 

・障がい者相談支援事業 

・働きたい女性のための企業合同雇用促進事業

（再掲） 

・働きたい女性のための再就職支援事業 

・労働事情調査事業 

・中小企業勤労者福祉共済会事業 

(2)勤労者福祉の充実 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２ 商工業活動を支える基盤の充実の強化 
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基本施策６ 国・北海道・近隣自治体・関連団体との連携協力 

個別施策 実施事業など 

(1)国・北海道・近隣自治体等との連携協力 ・札幌広域圏組合連携事業 

・グリーンツーリズム推進事業（再掲） 

・北広島消費者協会活動支援事業 

・消費者行政推進事業（相談窓口設置） 

(2)生産団体との連携協力 

(3)市民、消費者団体との連携協力 

(4)商工業者同士の連携協力 

 

基本施策７ 市民生活との連携等 

個別施策 実施事業など 

(1)環境対策への取り組み ・環境保全事業 

・ごみ減量化・資源化対策事業 

・緑化推進事業 

・広域入所児童委託事業 

・認知症支え合い事業 

・介護支援ボランティア事業 

・買物不便者対策事業 

・健康づくり啓発事業 

・交通安全推進事業 

・都市景観形成事業 

・応急手当普及啓発活動事業 

(2)保健・福祉との連携 

(3)まちづくりとの連携 

(4)消防との連携 

(5)施策評価、推進体制の確保 

 

 

（２）商工業実態調査の概要 

本市の商工業者の現状や課題を把握し、施策の検討を行うために市内事業者を対象と

したアンケート調査を実施しました。 

  ＜調査の概要＞ 

項 目 内 容 

①調 査 対 象 北広島市内に所在する事業者 

②配 布 数 ８００社 

③回 答 数 ３７９社（回収率４７．４％） 

④実 施 時 期 令和３年(2021 年)１２月～令和４年(2022 年)１月 

⑤実 施 方 法 調査票を郵送により配付、回収 

 

基本目標３ 地域社会との交流や連携の強化 
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（３）商工業実態調査の結果 

調査結果の概要は以下のとおりです。 

 

①属性について 

・主な業種は、「建設業」が最も多く、次いで「卸売業、小売業」、そのほかの業種は１

割未満となっている。 

・資本金は、「1,000万円未満」が約５割となっている。 

・創業からの年数は、「30年以上」が最も多い。 

・代表者年齢は、「60歳以上 70歳未満」が最も多い。 

・本社所在地は、「北広島市内（回答事業所と同じ）」が約７割を占める。 

・事業所の所在地区は、「東部地区」「大曲地区」が多い。 

・事業所の従業員数は、「５人未満」が約５割となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.9% 12.4% 18.2% 16.4% 39.8%

1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=379)

5年未満 5年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上30年未満

30年以上 無効回答 無回答

3.4%

15.3% 27.2% 34.3% 15.3%

1.3% 0.3% 2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=379)

39歳以下 40歳以上50歳未満 50歳以上60歳未満 60歳以上70歳未満

70歳以上80歳未満 80歳以上 無効回答 無回答

53.3% 28.8% 11.3%

4.0% 0.8% 0.3% 0.3% 1.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=379)

５人未満 ５人以上20人未満 20人以上50人未満

50人以上100人未満 100人以上300人未満 300人以上

無効回答 無回答

事業所の従業員数 

代表者年齢 

創業からの年数 
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②経営状況について 

・売上状況（直近の決算）は、「１億円以上」が多く、次いで「1,000万円以上 3,000万

円未満」、「500万円未満」となっている。 

・令和２年度(2020年度)から令和３年度(2021年度)（売上見込み）への売上推移につ

いては、「やや減少」が最も多く、次いで「横ばい」「やや増加」が同数となっている。 

・売上が増加した主な要因は、「既存の商品やサービスの顧客や販売先が増えた」が最

も多く、次いで「販売単価が上がった」「新型コロナウイルス感染症拡大による影響

を受けた」となっている。 

・減少した主な要因は、「新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けた」が約７

割を占めている。 

・現在の経営上の問題・課題は、「人材の不足」が最も多く、次いで「売上の減少」「原

料・仕入れコストの増加」となっている。 

・現在の経営上の問題・課題を業種別にみると、建設業は「原料・仕入コストの増加」

「人材の不足」「外注先の不足」、製造業は「原料・仕入コストの増加」「設備の老朽

化」、運輸業、郵便業は「物流コストの増加」「人件費の増加」、卸売、小売業は「売

上の減少」「市場の縮小」、医療、福祉は「新型コロナウイルス感染症の影響による経

営悪化」が、それぞれ全体と比べて高くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.9%

18.9%

18.0%

14.4%

9.0%

8.1%

3.6%

2.7%

17.1%

10.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

既存の商品やサービスの顧客や販売先が増えた

販売単価が上がった

新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けた

営業体制を強化した

特にない、わからない

事業を新たに開始した

商品やサービスを開始した

インターネットでの取引を開始・充実させた

その他

無効回答

無回答

(n=111)

25.3% 4.0% 25.3% 27.7% 15.0%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=379)

横ばい 大幅に増加 やや増加 やや減少 大幅に減少 無効回答 無回答

売上が増加した主な要因 

令和２年度から令和３年度（売上見込み）への売上推移 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在の経営上の問題・課題（業種別） 

35.4%

32.2%

21.6%

18.2%

12.7%

9.8%

8.7%

8.2%

7.1%

6.9%

6.6%

5.8%

5.8%

5.3%

5.0%

4.5%

3.2%

2.9%

1.8%

1.1%

1.1%

2.1%

2.4%

2.1%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

人材の不足

売上の減少

原料・仕入コストの増加

新型コロナウイルス感染症の影響による経営悪化

人件費の増加

設備の老朽化

特にない

市場の縮小

物流コストの増加

外注先の不足

販路の不足

情報発信やPR力の不足

競合他社の増加

資金繰りの悪化

事業承継者の不在

地元消費の低迷

商品力の不足

技術力の低下

DX化

テレワークの導入

災害時の事業継続対策

その他

無効回答

無回答

(n=379)

現在の経営上の問題・課題 

67.9%

19.8%

11.7%

10.5%

6.2%

1.2%

0.6%

0.6%

9.3%

0.6%

3.7%

0% 20% 40% 60% 80%

新型コロナウイルス感染症拡大による影響を受けた

既存の商品やサービスの顧客や販売先が減った

販売単価が下がった

特にない、わからない

営業体制を縮小した

商品やサービスを一部廃止した

事業を新たに廃止した

インターネットでの取引を開始・充実させた

その他

無効回答

無回答

(n=162)

売上が減少した主な要因 

売上の

減少

市場の

縮小

原料・

仕入コス

トの増加

物流

コスト

の増加

人件費の

増加

人材の

不足

設備の

老朽化

外注先の

不足

新型コロ

ナウイル

ス感染症

の影響に

よる経営

悪化

③ 建設業(n=77) 27.3%     2.6%      32.5%     9.1%      13.0%     48.1%     2.6%      16.9%     13.0%     

④ 製造業(n=31) 25.8%     6.5%      54.8%     12.9%     12.9%     41.9%     32.3%     6.5%      3.2%      

⑦ 運輸業、郵便業(n=32) 34.4%     9.4%      21.9%     18.8%     31.3%     37.5%     3.1%      3.1%      28.1%     

⑧ 卸売業、小売業(n=68) 42.6%     19.1%     16.2%     8.8%      4.4%      35.3%     1.5%      5.9%      19.1%     

⑮ 医療、福祉(n=30) 33.3%     6.7%      10.0%     3.3%      20.0%     26.7%     13.3%     0.0%      40.0%     

全体(n=379) 32.2% 8.2% 21.6% 7.1% 12.7% 35.4% 9.8% 6.9% 18.2%



14 

 

③人材確保・人材育成について 

・現在、人材の状況は「人材が不足している」が約半数となっている。 

・現在、人材が不足している職種は、「専門・技術職」が最も多く、次いで「販売職」

「サービス職」となっている。 

・今後の人口減少社会を見据え、採用を強化したい従業員の属性は「若年層」が最も多

く、次いで「特にない」「女性」となっている。 

・人材確保にあたり、必要だと思う取組は、「求人チラシや情報誌への掲載」が最も多

く、次いで「賃金の見直し」「ネットや SNSを活用した求人活動」となっている。 

・人材育成のための研修や資格取得について、問題に感じていることは「特にない」を

除くと、「免許・資格取得費用の負担が大きい」が最も多く、次いで「社内に研修を

担当できる人材がいない」「外部研修の参加費用の負担が大きい」となっている。 

・外国人の雇用状況は、「外国人を雇用したことがなく、今後も雇用の予定はない」が

約 8割を占めている。 

・外国人従業員数は、「１人以上５人未満」が約６割を占めている。 

・外国人従業員の国籍は、「ベトナム」が最も多く、次いで「中国」「韓国」「台湾」「そ

の他」となっている。 

・外国人従業員の職種は、「技術」が最も多く、次いで「サービス」「製造」となってい

る。 

・外国人労働者が働きやすい環境づくりのために、必要だと思う取組は、「日本語講

座の開催」が最も多く、次いで「日本語講座の受講助成」「異文化理解のための社

員研修の実施」となっている。 

  

56.5%

13.6%

13.6%

10.3%

8.7%

15.8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

専門・技術職

販売職

サービス職

事務職

生産工程職

その他

(n=184)

人材が不足している職種 
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54.1%

31.1%

16.1%

10.3%

6.9%

5.8%

2.1%

2.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

若年層

特にない

女性

高齢者

UIJターンによる移住者

外国人

障がい者

その他

(n=379)

30.1%

28.8%

28.0%

27.7%

17.7%

7.9%

7.9%

7.9%

6.6%

5.8%

4.2%

1.1%

7.4%

1.1%

12.7%

0% 10% 20% 30% 40%

求人チラシや情報誌への掲載

賃金の見直し

ネットやSNSを活用した求人活動

ハローワークへの求人登録

福利厚生制度の整備・充実

インターンシップの実施・充実

再雇用制度の導入

住居や通勤手段の確保

テレワークなど多様な働き方の推進

北広島市内での説明会の開催、参加

札幌や首都圏での説明会の開催、参加

職場施設等のバリアフリー化

その他

無効回答

無回答

(n=379)

人材確保にあたり、必要だと思う取組 

6.1%

2.9%

7.4% 76.3% 7.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=379)

外国人を雇用している

過去に雇用していたことがある

外国人を雇用したことがなく、現在、検討または予定している

外国人を雇用したことがなく、今後も雇用の予定はない

無回答

外国人の雇用状況 

採用を強化したい従業員の属性 
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④今後の予定等について 

・今後５年間の事業予定は、「現状維持」が約６割を占めている。 

・施設・設備における今後５年間の予定は、「現状維持」が約６割を占めている。 

・事業承継の意向と後継者候補は、「意向があり、後継者が決まっている」と「意向は

あるが、後継者は未定である」がそれぞれ約２割となっており、合わせると約半数が

「意向はある」と回答している。 

・事業承継の意向について、代表者の年齢別にみると年齢が上がるにつれて、意向が高

くなる傾向がみられる。 

・事業承継の後継者候補は、「親族」が約７割を占めている。 

・事業承継の検討・実施に向けて必要だと思う取組は、「後継者の教育」が最も多く、

次いで「後継者の発掘」「事業承継計画の作成」となっている。 

・北海道ボールパークＦビレッジの開業や北広島駅西口整備により、見込まれる影響は

「特にない、わからない」を除くと、「定住・交流人口増加等による顧客・売上増加」

が最も多く、次いで「開発・整備にともなう受注機会の増加」となっている。 

・北海道ボールパークＦビレッジの開業や北広島駅西口整備により、見込まれる影響に

対しての対応（取組）予定は、人材採用の強化や営業の強化、事業拡大、イベントの

実施、関連する情報収集などとなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.5% 22.2% 45.6%

4.2% 4.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=379)

意向があり、後継候補者が決まっている 意向はあるが、後継候補者は未定である

意向はない その他

無回答

事業承継の意向と後継者候補 

事業承継の意向と後継者候補（代表者年齢別） 

7.7%

17.2%

15.5%

23.8%

43.1%

80.0%

15.4%

12.1%

23.3%

27.7%

22.4%

69.2%

60.3%

48.5%

43.1%

25.9%

20.0%

1.7%

9.7%

1.5%

5.2%

7.7%

8.6%

2.9%

3.8%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

39歳以下(n=13)

40歳以上50歳未満(n=58)

50歳以上60歳未満(n=103)

60歳以上70歳未満(n=130)

70歳以上80歳未満(n=58)

80歳以上(n=5)

意向があり、後継候補者が決まっている 意向はあるが、後継候補者は未定である

意向はない その他

無効回答 無回答
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⑤北広島市の商工業振興施策について 

・支援制度の利用状況は、支援制度を知らないが約５割となっている。 

・支援制度を利用したが不満、支援制度を利用したことがないと回答した事業者の理由

は、「支援制度を必要としていないため」が約５割で最も高くなっている。 

・今後、北広島市に支援を希望する内容は、「特にない」を除くと、「人材確保支援」が

最も多く、次いで「資金繰り支援」「設備投資支援」となっている。 

・市内における遊休地の所有有無は、「遊休地を所有していない」が約９割を占めてい

る。 

・北広島市の行政支援に関する情報提供希望有無は、「希望する」が約３割となってお

り、希望する内容は「支援制度」「セミナー」に関するものが多くなっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.9%

29.0%

22.7%

17.7%

14.2%

8.2%

7.7%

7.1%

6.9%

2.6%

2.1%

2.1%

1.8%

1.6%

1.3%

2.1%

1.1%

2.9%

0% 10% 20% 30% 40%

特にない

人材確保支援

資金繰り支援

設備投資支援

人材育成支援

企業間交流支援

相談支援

事業承継支援

企業情報発信支援

ワーク・ライフ・バランス推進支援

新商品開発支援・技術開発支援

キャッシュレス導入支援

物産展・展示会などの出展支援

海外進出支援（販路拡大）

テレワーク導入支援

その他

無効回答

無回答

(n=379)

今後、北広島市に支援を希望する内容 

18.5%
1.1%

21.4% 10.6% 24.5% 20.8%
3.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

(n=379)

利用したことがあり、満足している

利用したことがあり、不満である

知っていたが、利用したことはない。今後利用したい

知っていたが、利用したことはない。今後も利用したいと思わない

いずれも知らなかったが、今後利用したい

いずれも知らず、今後も利用したいと思わない

無回答

市などが実施する、商工業振興を目的とした支援制度の利用状況 
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（４）課題と取組の方向性 

第１期計画の取組状況と商工業実態調査の結果などをもとに課題等を分析し、本市の

商工業施策の方向性を以下のとおり整理しました。 

 

①実効性のある計画に向けた検討が必要 

・関連事業の分野が幅広く、商工業振興以外を主目的とした事業は、個別具体的な検証

や改善ができる範囲が限られていたことから、商工業振興に係る事業に絞りスリム

化を図ることで、実効性のある計画となるように検討する必要がある。 

 

②商工業振興施策の周知・活用促進の検討が必要 

・支援制度の認知状況について、約半数が知らないと回答していることから、制度の周

知・活用促進が必要である。 

・市からの情報提供に関する希望も一定数みられたことから、ニーズに応じた情報発信

を行うことで、商工業振興施策の周知・活用促進に繋げていく取組が必要である。 

 

③関係機関との連携に向けた検討が必要 

・商工業振興に向けて、商工会と共同または連名で策定した計画の推進など、関係機関

とより連携を強化していくための検討が必要である。 

 

④経営の安定化・経営基盤の強化に向けた支援の検討が必要 

・売上が減少した要因として、新型コロナウイルス感染症による影響によるものが最も

多くあげられている。市に今後希望する支援として、資金繰り支援のニーズがみられ

ることから、経営の安定化に向けた支援を検討する必要がある。 

・今後 5年間の事業や施設・設備における予定として、現状維持が最も多いが、事業拡

張や機械設備への投資における回答も一定数みられる。市に今後希望する支援とし

て、設備投資支援のニーズが一定数みられることから、事業拡張等に向けた支援を検

討する必要がある。 

・事業承継の意向は、現時点では約半数となっているが、代表者の年代が上がるほど意

向が高くなる傾向がみられる。今後、事業承継の意向が増えることが想定されるため、

事業承継の検討・実施に向けて必要だと思う取組で挙げられた後継者の教育や発掘、

事業承継計画の作成に向けた支援を検討する必要がある。 

・その他の意見・要望としてあげられた企業間連携のための異業種交流や人材交流の促

進、事業用地の確保など、市内の商工業者のニーズに応じた支援を検討する必要があ

る。 
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⑤人材確保・人材育成に向けた支援の検討が必要 

・生産年齢人口の減少及び少子高齢化の進行下における商工業振興に向けた方策検討

が必要である。 

・経営上の問題・課題として人材の不足が最も多くあげられ、市に今後希望する支援の

なかでは人材確保のニーズがみられる。 

・人材が不足していると回答があった専門・技術職、採用を今後強化したいと回答があ

った若年層の従業員等の確保及び定着に向けた支援を検討する。なお、外国人の雇用

予定は無いという回答が大半であるが、人材確保の観点から外国人の活用に向けた

支援を検討する必要がある。 

・人材育成のための研修や資格取得について、免許・資格取得費用や外部研修の参加費

用、研修担当を担う人材が不在、外部研修に参加する時間が無いことを問題に感じて

いることから、免許・資格取得費用の補助や研修講師の派遣などに関する支援を検討

する必要がある。 

 

⑥北海道ボールパークＦビレッジの波及効果等と連携した商工業振興施策の検討が必要 

・北海道ボールパークＦビレッジの波及効果や地元企業の事業活動による相乗効果、人

材確保への期待などが挙げられていたことから、商工業振興施策との連携に向けた

取組の検討が必要である。 
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６ 第２期計画の基本方針 

 

本計画は、総合計画の基本目標５「活力みなぎる産業と交流のまち」に掲げる、力強い産

業活動が展開され、働く人々が充実し、多くの人々が笑顔で交流しあうまちづくりの役割を

担うとともに、検証や改善、見直し等を行うことができる実効性のある計画を策定し、商工

業の振興を推進していきます。 

 

（１）基本理念 

総合計画における役割や基本条例第３条の基本理念に基づき、本計画における、北広島

市の商工業者等が目指すべき「基本理念」を次のとおり定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜関連計画等（抜粋）＞ 

基本理念 「地域社会と融合した活気ある商工業の振興」 

基本目標５ 活力みなぎる産業と交流のまち 

力強い産業活動が展開され、働く人々が充実し、多くの人々が笑顔で交流し合

うまちをつくります。 

北広島市総合計画（第６次） 

（基本理念） 

第３条 商工業の振興は、商工業者等自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重

し、推進されなければならない。 

2 商工業の振興は、商工業が市民の消費生活を支え、各地域の中心としてにぎ

わいと交流の場となるよう、推進されなければならない。 

3 商工業の振興は、市民の就業機会の増大及び勤労者の福利厚生の増進に資す

るよう、推進されなければならない。 

4 商工業の振興は、その技術力、競争力及び生産力の向上を図ることを目的と

して推進されなければならない。 

5 商工業の振興は、地域の環境に適切な配慮をして推進されなければならない。 

北広島市商工業振興基本条例 
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（２）基本目標・基本施策  

基本理念を実現するため、具体的な商工業振興の取組について、３つの基本目標と７つ

の基本施策を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 「地域社会と融合した活気ある商工業の振興」 

基本目標１ 活気ある商工業の展開 

基本施策１―１ 経営基盤の強化 

基本施策１―２ 連携の強化 

基本目標２ 創造性あふれる商工業の躍進 

基本施策２－１ 情報の発信 

基本施策２－２ 創業・事業承継への支援 

基本施策２－３ 企業の誘致 

基本目標３ 誰もがいきいきと仕事し、活躍・成長できるまち 

基本施策３－１ 雇用の確保 

基本施策３－２ 就業機会の拡大 
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活気ある商工業の展開を促進していくため、商工業の団体等と連携を図り、商工業者

の経営が安定するよう支援します。 

また、北海道ボールパークＦビレッジの開業や北広島駅西口整備などによる新規創

業者と地元商工業者が連携することにより、地域経済への波及効果及び商工業者自ら

の事業活動による相乗効果につながるよう支援します。 

 

 

 

 

本市の融資制度を含め、商工会や金融機関などによる経営相談や資金繰り支援など

の活用を促進し、商工業者の経営安定を支援します。 

また、商工会等の団体活動を通して経営基盤の強化に努めます。 

 

基本施策１－１ 経営基盤の強化 

個別施策 取組例 

・資金繰り等経営安定への支援 

・小規模事業者への支援 

・生産性向上や新たなものづくり、

技術革新への支援 

・企業体制の分析・改善・強化 

・中小企業者等への融資等の資金繰り支援 

・商工会による小規模事業者への経営に関す

る相談や指導等への支援 

・設備投資や新たなものづくり、技術革新に関

する投資への支援 

・企業訪問による経営状況や支援ニーズの実

態把握 

・労働事情調査による雇用環境等の実態把握 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標１ 活気ある商工業の展開 

○基本条例第４条第２項第１号（経営基盤の強化） 

○基本条例第４条第２項第４号（商工会及び地域商店街振興会の支援） 

○基本条例第４条第２項第６号（国、北海道、その他関係団体との連携協力） 

基本施策１－１ 経営基盤の強化 
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商工業の振興は、商工会、地域商店街振興会及び工業振興会などの商工業者の団体を支

援し、連携・協力するとともに、地域に根差した商工業者をつくることが重要です。 

商工業者に関わる団体等と連携を強化し、地域商工業者の発展を支援します。 

また、商工業と関連のある各分野の取組についても、内容に応じて随時連携を図ります。 

 

基本施策１－２ 連携の強化 

個別施策 取組例 

・地域商工業者の連携強化 

・商工団体の活動支援 

・小規模事業者への支援 

・商工業者と地域のつながり形成 

・市と商工業者の連携強化 

・国・北海道・さっぽろ連携中枢都市

圏等との連携強化 

・商工業者間による人材交流等への支援 

・商工会による小規模事業者への経営に関す

る相談や指導等への支援 

・商工業者や商工会、地域商店街振興会等が

取り組む賑わいづくり等への支援 

・北海道ボールパークＦビレッジ及び駅西口

整備による新規創業者と市内商工業者が連

携して取り組む賑わいづくり等への支援 

・市民が地元商工業者を知るための機会提供 

・企業訪問による商工業者の実態把握 

 

 

 

 

 

 

商工業者等自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重するなど、創造性あふれる商工業の

躍進につながるよう支援します。 

また、北海道ボールパークＦビレッジの開業による認知度向上や地理的優位性を生かし

た企業誘致により、地域経済の活性化や雇用の場の確保を推進します。 

 

 

 

 

商工業者の自主活動の組織である商工会、商店街振興会及び工業振興会等と連携した

取組について、市民等への積極的な情報発信を行い、地域住民と連携した魅力発信や賑わ

基本目標２ 創造性あふれる商工業の躍進 

○基本条例第４条第２項第２号（企業誘致） 

○基本条例第４条第２項第３号（創造的な事業活動の支援） 

 

基本施策２－１ 情報の発信 

基本施策１－２ 連携の強化 
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いづくりを促進します。 

また、国や北海道、本市の各種制度の積極的な活用やＤＸ（デジタル・トランスフォー

メーション*1）などの検討が行われるよう情報提供に努めます。 

 

基本施策２－１ 情報の発信 

個別施策 取組例 

・消費者へ企業情報の発信 

・魅力づくり、魅力向上、販路

拡大 

・北海道ボールパークＦビレッ

ジと連動した賑わいづくり 

・各種制度等の情報提供 

・商工業者の魅力を紹介する写真展の開催 

・買い物サービスの参入促進と市民周知 

・ふるさと納税返礼品への登録促進 

・企業を紹介するコンテンツの作成 

・農商工業者と連携した地域ブランド*2の情報発信 

・北海道ボールパークＦビレッジ及び駅西口整備

による新規創業者と市内商工業者が連携して取り

組む賑わいづくりなどの市内外への情報発信 

・市ホームページや広報紙のほか、メーリングリス

トの活用など多様なツールによる情報発信 

*1 企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会の

ニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、

プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること 

*2 「地域発の商品・サービスのブランド化」と「地域イメージのブランド化」を結びつけ、好循環

を生み出し、地域外の資金・人材を呼び込むという持続的な地域経済の活性化を図ること 

 

 

 

 

北海道ボールパークＦビレッジの建設地決定以降、創業や新規事業展開等が増加傾向

となっており、令和５年(2023 年)の開業により、市内全域へその効果が波及するよう市

内商工業者や関係機関等と連携を図り、創業を支援します。 

また、代表者の高齢化に伴う後継者の育成など、円滑な事業承継にむけて支援します。 

 

基本施策２―２ 創業・事業承継への支援 

個別施策 取組例 

・創業希望者、創業者への支援 

・新規事業展開 

・事業承継支援 

・創業フォーラムの開催による創業機運醸成 

・創業、事業承継に関する各種情報提供 

・コミュニティビジネスによる創業及び事業継続

への支援（買い物支援等を含む） 

・農商工連携や六次産業化の推進による創業促進 

基本施策２―２ 創業・事業承継への支援 
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企業誘致に関する優遇措置の充実や道内有数の地理的優位性を生かし、誘致活動や立

地希望企業の紹介などの支援を引き続き実施します。令和 5 年(2023 年)の北海道ボール

パークＦビレッジ開業により、市内全域へその効果が波及するよう市内企業や関係事業

者等と連携を図ります。 

また、情報通信事業等の分野も含めた企業の誘致により、新たな産業集積を推進すると

ともに、経済の活性化や雇用の場の確保を図ります。 

 

基本施策２―３ 企業の誘致 

個別施策 取組例 

・企業立地促進条例・事業承継支援 

・遊休地の活用 

・新たな工業団地開発の可能性検討 

・企業訪問による課題把握と事業継続支援 

・情報通信分野等も含めた幅広い企業誘致 

・遊休地の把握と企業誘致の促進 

・企業の進出ニーズの把握 

 

 

 

 

 

 

今後、さらに少子高齢化による生産年齢人口の減少が進むことが予想されることから、多

様な人材が生き生きと働くことができる環境の構築を進めます。 

また、市民の就業機会の拡大及び勤労者の福利厚生の増進に資するよう推進します。 

 

 

 

 

雇用情勢については、令和２年(2020 年)以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受

け、厳しい状態が続いているものの、有効求人倍率は徐々に回復傾向にあります。しかし、

建設、製造、医療・福祉など、人材不足が続く業種などもあることから、多様な人材の活

用など、商工業者と連携した人材確保の取組を進めます。 

 

 

 

基本目標３ 誰もがいきいきと仕事し、活躍・成長できるまち 

○基本条例第４条第２項第５号（勤労者の福利厚生の増進） 

基本施策２―３ 企業の誘致 

基本施策３－１ 雇用の確保 
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基本施策３－１ 雇用の確保 

個別施策 取組例 

・多様な人材の受け皿づくり、担い手

育成等への支援 

・職場環境の充実 

 

・人材育成に関する支援 

・外国人労働者に関する就業環境の整備 

・労働事情調査による労働環境の実態把握 

・UIJターン新規就業による移住への支援 

 

 

 

 

市内商工業者による雇用確保と市民の就業を促進するため、関係機関との連携を図り

ながら、若者から高齢者まで、就業機会の拡大につながるよう、職業相談や求人情報の提

供を行い、正規雇用をはじめ、多様な働き方についても支援します。また、学生や求職者

等に様々な業種や職種への理解を深めるため、市内商工業者の情報を幅広く発信します。 

 

基本施策３－２ 就業機会の拡大 

個別施策 取組例 

・就業支援、多様な働き手の掘り起こし ・地域職業相談室の利用促進 

・シルバー人材センターの活動支援 

・季節労働者の通年雇用化促進を支援 

・企業誘致による雇用創出支援 

 

 

（３）新型コロナウイルス感染症及び原油価格・物価高騰に係る対応  

新型コロナウイルス感染症の拡大やウクライナ情勢に伴う原油価格・物価高騰による

市民生活や経済活動などへの影響が長期に及んでいることから、本計画に基づく各施策

については、社会情勢を見極めながら取り組んでいきます。 

 

（４）計画の推進体制   

本計画の推進に当たっては、国や北海道などからの情報収集に努めるとともに、商工業

者、商工業者団体、市民等と連携を図りながら取り組むものとします。 

 

（５）計画の進行管理  

本計画については、施策の実施状況を把握するとともに、年度ごとに「北広島市商工業

振興審議会」において、必要な報告と審議を行い、必要に応じて改善・見直しを行います。 

 

基本施策３－２ 就業機会の拡大 
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＜北広島市商工業振興基本条例＞ 

 

○北広島市商工業振興基本条例 

平成 20年 9月 30日 

条例第 29号 

改正 令和 2年 10月 1日条例第 27号 

 

北広島市は、明治の初めに広島県人をはじめ多くの先人達によって開拓され、寒地稲作

発祥の地として本道の稲作普及に大きな功績を残すなど、農業を産業の中核として発展し

ました。 

やがて、昭和 39 年の新産業都市建設促進法(昭和 37 年法律第 117 号)に基づく北海道央

新産業都市建設区域の指定による工場進出と昭和 45年から開始された北海道営北広島団地

の造成を契機とする住宅団地の開発に伴い、人口増加と新たな商業店舗の立地が進み、商工

業が産業の中核を担うようになりました。 

しかし、近年、少子高齢化などの社会的変化や、老舗の転・廃業、新たな経営業態の出現

等による商店街の変遷などの商工業を取り巻く環境の変化に伴い、北広島市の商工業の発

展に大きな不安と懸念が広がっています。 

商工業は、市民の消費生活に密着し、地域の経済に重要な役割を果たしていることから、

今後も継続的に発展していかなければなりません。 

そのためには、商工業者、市民及び市がそのことを認識し、共有するとともに、商工業者

が、自らの創意工夫によりその経営の革新を行い、及び市民や地域社会から信頼されるよう

努力することが大切です。 

このことから、商工業者、市民及び市が果たす役割や関係を明らかにすることにより、北

広島市の商工業の振興を推進し、もって北広島市を豊かで住みよいまちにするため、ここに

この条例を制定します。 

(目的) 

第 1条 この条例は、本市の商工業の振興に関する基本的事項を定め、その振興に関する施

策を総合的に推進することにより、商工業者等の自主的な経営努力を助長するとともに、

その経営基盤の強化を図り、もって市民生活の向上、経済の活性化及び環境と調和のと

れたにぎわいと活力のある地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

(定義) 

第 2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 商工業者 商工会法(昭和 35 年法律第 89 号)第 2 条に規定する商工業者であって、

市内に営業所、事務所、工場又は事業所(以下「事業所等」という。)を有するものをい

う。 
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(2) 商工業者等 次に掲げるものをいう。 

ア 商工業者 

イ 中小企業団体の組織に関する法律(昭和 32 年法律第 185 号)第 3 条第 1 項各号(第

6号及び第 7号を除く。)に掲げる団体であって、市内をその地区とするもの 

ウ 中小企業団体の組織に関する法律第 3 条第 1 項第 6 号又は第 7 号に掲げる団体で

あって、市内に事業所等を有するもの 

エ 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会であって、市内をその地区とするもの 

オ 商工業者を構成員とする団体であって、イからエまでに掲げるものに類するもの 

(3) 地域商店街振興会 市内各地域の商店街に事業所等を有する商工業者を会員とす

る団体であって、その地域のにぎわいや活力を創出する事業、環境の改善を行う事業

その他その地域における活動を行うものをいう。 

(4) 大規模小売店舗 大規模小売店舗立地法(平成 10年法律第 91号)第 2条第 2項に規

定する大規模小売店舗をいう。 

(基本理念) 

第 3条 商工業の振興は、商工業者等自らの創意工夫及び自主的な努力を尊重し、推進され

なければならない。 

2 商工業の振興は、商工業が市民の消費生活を支え、各地域の中心としてにぎわいと交流

の場となるよう、推進されなければならない。 

3 商工業の振興は、市民の就業機会の増大及び勤労者の福利厚生の増進に資するよう、推

進されなければならない。 

4 商工業の振興は、その技術力、競争力及び生産力の向上を図ることを目的として推進さ

れなければならない。 

5 商工業の振興は、地域の環境に適切な配慮をして推進されなければならない。 

(市の責務) 

第 4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、商工業の振興に関

する基本的かつ総合的な施策を策定し、及び実施するものとする。 

2 前項に規定する施策は、次に掲げるものとする。 

(1) 商工業者等の経営基盤の強化に関すること。 

(2) 企業誘致に関すること。 

(3) 中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第 2 条第 3 項に規定する創造的な事業活

動の支援に関すること。 

(4) 市内を地区とする商工会(以下「商工会」という。)及び地域商店街振興会の支援に

関すること。 

(5) 勤労者の福利厚生の増進に関すること。 

(6) 国、北海道、商工業者等を支援する機関その他関係団体との連携協力に関すること。 

(7) その他商工業の振興に関し必要があると認めること。 
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(商工業者等への配慮) 

第 5条 市は、工事の発注、物品及び役務の調達等を行うに当たっては、商工業者等への配

慮に努めるものとする。 

(商工業者等の努力) 

第 6条 商工業者等は、基本理念にのっとり、消費生活の安定及び消費者の安全の確保に配

慮するよう努めるとともに、その経営基盤の強化、経営の革新、人材の育成及びその従業

員の福利厚生の増進に努めるものとする。 

2 商工業者等は、市及び商工会並びに地域商店街振興会と連携協力し、自然に配慮した活

動を行うよう努めるとともに、商工業者等が運営する店舗及びその店舗に係る商店街が

子ども、高齢者及び障害者に利用しやすいものとなるよう、その環境の整備に努めるも

のとする。 

3 商工業者は、商工会及び地域商店街振興会に加入するよう努めるものとする。 

4 商工業者等は、商工会又は地域商店街振興会が事業を実施するときは、応分の負担等を

することにより、これに協力するよう努めるものとする。 

(商工会の努力) 

第 7条 商工会は、基本理念にのっとり、その会員の便益の増進に寄与するよう、その運営

に努めるものとする。 

2 商工会は、商工会法第 11条に規定する事業を実施するときは、商工業者等に対し、当該

事業への参加を求めるよう努めるものとする。 

(地域商店街振興会の努力) 

第 8条 地域商店街振興会は、基本理念にのっとり、当該地域商店街振興会に係る地域の商

店街の活性化を図るよう努めるものとする。 

2 地域商店街振興会は、その組織の体制の充実及び効率的な運営に努めるものとする。 

(大規模小売店舗の設置者等の努力) 

第 9 条 大規模小売店舗を設置している商工業者等及び当該大規模小売店舗において事業

活動を行う商工業者等は、当該大規模小売店舗の周辺の地域における文化活動、スポー

ツ活動その他の市民活動に対する支援その他その地域に貢献する活動に取り組むよう努

めるものとする。 

(市民の理解と協力) 

第 10条 市民は、商工業が市民生活の向上及び地域の経済に重要な役割を果たしているこ

とを理解するよう努めるとともに、その振興に協力するよう努めるものとする。 

(北広島市商工業振興審議会) 

第 11 条 商工業の振興を推進するため、北広島市商工業振興審議会(以下「審議会」とい

う。)を設置する。 

2 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 商工業の振興に係る計画及び施策に関すること。 
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(2) その他商工業の振興に関すること。 

3 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、市長に意見を述べることができる。 

(審議会の組織) 

第 12条 審議会は、委員 10人以内で組織する。 

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 商工業者等又はこれに所属する者 

(2) 消費者団体(消費者基本法(昭和 43 年法律第 78 号)第 8 条に規定する活動を行う団

体をいう。)に所属する者 

(3) 学識経験を有する者 

(4) 公募に応募した者 

(5) その他商工業の振興を推進するため市長が必要と認める者 

3 委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

4 委員は、再任されることができる。 

(審議会の会長及び副会長) 

第 13条 審議会に会長及び副会長 1人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務

を代理する。 

(審議会の会議) 

第 14条 審議会の会議は、会長が招集する。 

2 会長は、審議会の会議の議長となる。 

3 会長は、委員の過半数が出席しなければ、審議会の会議を開くことができない。 

4 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。 

(審議会の会議の特例) 

第 15条 会長は、緊急の必要があり会議を招集するいとまがないときその他やむを得ない

理由があるときは、議事の概要を記載した書面を回付して委員の賛否を問い、審議会の

会議に代えることができる。 

2 前条第 2項から第 4項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、

同条第 3項及び第 4項中「出席」とあるのは、「署名」と読み替えるものとする。 

(令 2条例 27・追加) 

(審議会の運営事項) 

第 16 条 第 11 条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

会長が審議会に諮って定める。 

(令 2条例 27・旧第 15条繰下) 
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(委任) 

第 17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

(令 2条例 27・旧第 16条繰下) 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 20年 11月 1日から施行する。 

(北広島市商工振興審議会条例等の廃止) 

2 次に掲げる条例は、廃止する。 

(1) 北広島市商工振興審議会条例(昭和 50年広島町条例第 12号) 

(2) 北広島市中小企業振興条例(平成 8年広島町条例第 6号) 

(北広島市中小企業振興条例の廃止に係る経過措置) 

3 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の北広島市中小企業振興条例第 8条の

規定に基づき特別融資を受けている者については、同条の規定は、なおその効力を有す

る。ただし、当該者が新たな特別融資を受けることはできないものとする。 

附 則(令和 2年条例第 27号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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＜北広島市商工業振興審議会委員名簿＞ 
 

（敬称略） 

氏名 区分 役職 

河
かわ

西
にし

 邦
くに

人
ひと

 学識経験者（札幌学院大学 学長） 会長 

藤
とう

山
やま

 康
やす

雄
お

 商工業者（北広島商工会 会長） 副会長 

山
やま

田
だ

 久
ひさ

俊
とし

 商工業者（北広島商工会 副会長）  

丹
たん

野
の

 司
つかさ

 商工業者（北広島市工業振興会 会長）  

長
なが

島
しま

 博
ひろ

子
こ

 消費者団体（北広島消費者協会 会長）  

的
まと

場
ば

 睦
ちか

子
こ

 公募  
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＜計画策定経過＞ 

 

開催日 会議等 議案等 

令和３年３月 10日 
令和２年度 

第２回審議会 

・市長からの諮問 

・次期計画策定について 

・新型コロナウイルス感染症関連事業実施

状況について 

令和３年８月 31日 

令和３年度 

第１回審議会 

（書面） 

・計画関連施策の実施状況について 

・次期計画の策定スケジュール変更（案）

について 

令和３年 11月９日 
令和３年度 

第２回審議会 

・計画の推進期間延長について 

・次期計画策定のための事業者アンケート

について 

令和３年 12月～ 

令和４年１月 

アンケート調査

実施 

市内商工業者８００社を対象に実施 

（回答３７９社、回収率４７．４％） 

令和４年３月 28日 

令和３年度 

第３回審議会 

（書面） 

・北広島市商工業実態調査結果について 

令和４年７月１日 
令和４年度 

第１回審議会 

・計画関連施策の実施状況について 

・計画の基本方針等について 

令和４年９月 13日 
令和４年度 

第２回審議会 
・計画素案について 

令和４年 10月 25日 
令和４年度 

第３回審議会 

・計画素案について 

・市長への答申（案）について 

令和４年 11月８日 答申 ・市長への答申 

令和４年 12月～ 

令和５年１月 

パブリック 

コメント実施 
・計画（案）に対する意見公募 

 

＜パブリックコメント＞ 

第２期北広島市商工業振興基本計画（案）について実施。 

実施期間：令和４年（2022年）12月１日から令和５年（2023年）１月４日まで 

実施結果：１名から１件の意見提出があり、結果について市ホームページで公表 



35 

 

 

 

＜アンケート調査票＞ 
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